


O C )「 公 共 」を 考 え る 一 I今 日的農開一

家族 と公共性

本稿では、家族と公共性の連関性を歴史的に

概括するとともに、2004年に近畿圏6都 市で

実施 した社会調査結果
1)を

利用して両者の関

係を実証的に検証し、今後あるべき政策 ・施策

の方向性について枠組みの提示を行いたい。

家族のありようは時代とともに変化 してき

たことはすでに多 くの論者が指摘 していると

ころであるが、本稿では 「家族と家族をとり

まく社会との関係のありようも時代とともに

変化してきた」点に注目する。

家族の変動過程について、たとえば野々山

久也 (2007)は 、①戦前までの規範志向的な

直系制家族、②戦後昭和期における性役害」分

業を中心とした社会集団としての夫婦制家族、

③現在から将来にわたる個人の合意に基盤を

置 くライアスタイル としての家族、 という3

時期 に時代区分 したが、家族 と家族以外の社

会 との連関性 についても、同様の時代区分を

援用 して整理することができる。

1,家 連合 とオオヤケ

家制度における家 と共同体 との関係 につい

て、有賀喜左衛門は以下のように述べている

(有賀、1969、P176)。
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家は非常に小さな生活集団であるから、単独で生

存することは困難である。そしてこれは生活共同体

であるゆえに、その生存を完うするために他の家と

生活関係を持たなければならない。家が存在すれば

かならず何らかの形態の家連合が生ずる所以である。

以上のような観点か ら有賀 (1969)は 、本

末 の系譜関係 によって結ばれる 「同族団」 と、

家 同志 が対等平等 の関係 において結合 す る

「組」とい う2種 類の家連合の存在 を主張 した。

では家制度下において公共性あるいは公 (オ

オヤケ)は どのようなしくみで形成 されてい

たの だ ろ う。 有賀 (1967)は ベ ネ デ 才ク ト

( 2 0 0 5 / 1 9 5 4 ) の『菊 と刀』に触発される形で

オオヤケとフタクシについて論考を深めてい

る。 それによれば、 日本 においてオオヤケ と

は義理であ り、 ワタクシとは人情 を意味 した。

義理 とは日本 の社会 を規制 している諸集団の

浩   入    ズ

有家をを行門「公私の観をと日本社会の約

「看賞を左行円を作集VJ〈,二 腹)本来社 1967年,232

図 1 近 世 日本社会における公私の相対性
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生活標準及び規範である。たとえば親子であつ

ても義理を欠いてはいけないとい うのがその

社会の標準である。一方、人情 は、生活標準

や規範に対する個人の立場や意識、感情であ

る。 日本社会の運営の根本原理は、義理であ

るオオヤケが人情 とい うフタクシに優先する

ことにある。

ベネディク トが指摘 した恩や義理 といった

鍵概念を使いながら、有賀 (1967a)は 日本に

おける公共の形成や維持のしくみを下図 1の

ようにモデル化する。 有 賀モデルの興味深

い点は、社会の中間構造部分における公私の

相対性 にある。たとえばここに一つの家があ

るとする。家の成員の一人ひとりはワククシ

であるが、家を代表する立場にある故に家の

中において家長はオオヤケとなる。その家長

が同族団の会合に参加すると、 ここではフタ

クシに転 じる。一番頂点のオオヤケ以外の中

間の部分では、上に対 してはフタクシとして

従属 し、下に対 してはオオヤケとしてふ るま

う。 このようなしくみで公共性が形成 されて

きたというのである。

組による家連合でも、輪番でオオヤケであ

る代表者 を自分たちの中から決めて、村のこ

とについては自分たちで決定 していた。 しか

し、そのオオヤケもさらにその上の上層部に

対 しては、 フタクンとなって従属するという

構造になっていた (鳥越、1994)。

以上のように近世 日本社会では、同族国で

あれ、組であれ家連合が公共性形成の主体で

あると同時に、より上位のオオヤケからの公

共的決定を上意下達式に媒介する客体であっ

た。ここで注視すべ きことは、家運合に家が

従属する構造 にあっては、公共性 は上位のオ

オヤケあるいは家連合によって規定され、家

を介 して個人は一方的に公共への従属が求め

られていたという点である。

明治維新は、それまで様々な形態を取って

いた相続の制度を、当時人口のほぼ 10%程 度

で しかなかった武士 (関山、1958)の 長子単

独相続制に一本化 し、家父長 を中心にした長

幼の序や男女の務 め、良妻賢母思想 (小山、

1991)な ど、家庭内における基本的な行動規

範を、公教育における修身教科書を通 じて標

準化 していった (牟田、1996)。同時に、これ

までのオオヤケの最上位 に位置 していた幕府

(ご公儀)や 各藩の藩主を排除すること、また

明治 22年 の市制 ・町村制 (明治の大合併)を

通 じて、 これまで地域の最 も規定的なまとま

りである村を行政制度の範囲外に置 くこと(鳥

越、1994)な どにより図 1の 階層性 をより単

純化 し (有賀 b、1967)、明治近代国家による

臣民の中央集権的な管理、すなわち個人の公

共あるいは 「国体」への従属 を推進すること

が意図 された (ウ ォル フレン、1990/1989)。

しか しながら市制 ・町村制施行後 も多 くの

旧村は区を設立 し、区の下には組を置 くこと

により実質的には現代の単位 自治会につなが

る住民組織 は維持 された (鳥越、1994)。結

果 として、明治の近代化が進行するなかでも、

地域社会にあっては同族団や組 といった家運

合の機能は温存 され、集権的な力を高めた中

央政府からの統制や圧力を緩衝 しながら媒介

しつつ、同時に家運合が直接関与する領域 に

おいて公共性 を主体的に形成する中間構造の

性格 は保たれ、個人が家を介 して中間構造 に

従属する構造は維持された。
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2i夫 婦制家族め定着と地方自治制の確立

戦後の占領軍による日本社会の民主化は家

族や地域十共同俸のあ りようを制度的に変革 し

塁麓歴塁    駆 狂
(野々山、2007)。同時に、町内会 ・部落会 と

いった社会の中間構造の部分は、戦時中の翼賛

体制への組み込み、個人への介入 ・拘束といっ

た負の経緯もあり、占領期には GHQに より解散

を命じられることになる (高木、2005)。

朝鮮戦争の勃発を契機 として戦後の占領軍に

よる民主化政策は変更され、占領後に町内会 ・

自治会はいち早 く復活する。しかしながら復活

した町内会・自治会では戦前のように家族を(そ

してその成員である個人を)従 属させる中間構

造 としての機能は55体化していつた。一つには

公民館を拠点とした町内会 ・婦大会などの民主

化活動などの影響もあるが く益)||、2005)、地

方 自治の開始 にともなう市町村の強化を目的

として進められた昭和の大合併は、これまで地

域共同体 に委ねられていた共用物の維持や管

理 も地方 自治体 とい う公が担当する新たな現

実を出現させ、結果 として地域で公共性を形成

してきた町内会や自治会を55体化させ ること

になる (高坂、1998,中川、2003)。

同時期に家族のありようも大 きく変化 した。

これは戦後の民主化政策に続 き60年 代の高度

経済成長により都市化や産業構造が変化 したこ

‐
 と (山根 '野々山,1967)、さらに戦前からすで

| に 始まっていた近代化による人口構造の変化一

多産 ・少死世代の結婚 ・出産による世帯数 と核

家族割合の増加 (落合、1994)一 によつてもた

| ら されたものであり、結果として日本型近代家

族モデルにもとづ く夫婦制家族が定着した。
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日本型近代家族モデルは、個々の家族 を中

間構造である共同体から分離する家内制を強

化させ、家族を私秘化し、家族の集国性や親密

性を強化するとともに、近隣や知人との社交を

衰退させるなどの特徴を有 していた。ただし、

その一方で男はサラリーマンとして外に働 き

に出て、妻は専業主婦 として育児 ・家事に専念

する固定性役割パターンにはめ込まれるとい

う問題も併せ持っていた (落合、1985)。

60年 代の高度経済成長 は、 しかしなが ら、

急激な都市化や公害問題などの諸矛盾を精鋭

化させ る。その一方で、個人や家族は孤立 し、

社会的存在 としての人間性の維持や回復の基

盤 としての地域性 ・共同性の再生は、急務の訴

題 となった。このような中から国民生活審議会

(1969)は 、自発的な個人や家庭を構成主体 に

して、地域性 と共通目標をもった開放的で民主

的な人のつなが りとして 「コミュニテイ」形が

の必要性 を訴えた。70年 代に入ると旧自治雀

主導による住民参加型コミュニテイ施策が原

開され、小学校区ごとに交通、環境、文化、保健

スポーツ。レクリエーシヨンに関わるコミュエ

ティ施設 (木村、1970;磯村、1978)を ナショ

ナル ・ミニマムとして整備するモデル事業が査

国展開されることになった。

70年 代のコミュニテイ運動の内実は、 した

しながら、コミュニテイ °ボン ド発行など'i

よる丸山地区のコミユニテイづ くりなどのダ

進事例 (大河原、1972)を 除けば、コミュこ

ティ ・センタとなどの 「箱モノ」の設置や景

致を 「公」 としての行政に求める陳情運動=

ぁったとも総括される (森田、2001)。さら'

行政主導による地域への接近は、教育 ・福祉

防犯分野にも広がったが、 これは縦害」り。す



野別の行政部局 ごとの課題別地域団体形成 を

促進 し、町内会 ・自治会 といった原則全世帯

参加で総合的に地域の公共性 を共同体 自らが

形成する機能は、逆 に衰弱化 していつた (中

川、2003)。結論 として、家 内制 ・私秘性 。

親密性を特徴 とする日本型近代家族モデルが

「私」の拠点 とな り、 自由 ・平等 ・健康で文

化的な生活 といった市民的権利の実現を行政

(公)の 責務 と見なす公私の役割分担観は 70

年代 ・80年 代の家族 と公共のあ りようとして

自明のことになっていった。

3.合 意制家族 と公共性

ポス ト産業社会化 ・情報社会化が 90年 代以

降のキーワー ドである。 この動 きに呼応 して

家族の個人主義化 (ミッテラツアー、1994/1990)

は先進工業国に共通の現象 としてわが国にも

出現するようになった。例えば野々山 (2007)

は、90年 代以降のマクロ統計資料や個人を対

象とした社会調査結果か ら、多様 な家族のあ

り方が読み取れるようになった事実に注目し、

その背景には、伝統的な規範や固定性役割意

識から自由に、家族成員個 々が自律 。自立 し

た個人 として、交渉や共感、配慮などのコミュ

ニケーションを通 じて、任意のライフスタイ

ルとして家族のあ り方を合意の上で選 び取つ

ているとためだと仮説化 し、 このような家族

のあり方を 「合意制家族」 と命名 した。

夫婦制家族から合意制家族へ と家族のあ り

ようが変動する時、家族 と家族以外の社会 と

の関係 はどのようなものになるのだろうか。

落合 (1997)は 、戦後の夫婦制家族 を特徴づ

けてきた基本的な特徴である家内制 。私秘性 ・

親密性について、以下のような変動の方向性

を提示 した。すなわち、家内制 については家

族 が再 び公共領域 と関わ るよ うになること、

私秘性 については開放化 ・共有化 されてい く

こと、親密性 についてはその源泉 を家族以外

の多様 ・多層 な集団へ と求め脱境界化 してい

くこと、 な どである。事実、児童虐待 の防止

等 に関する法律 (2000年 施行、2004年 改正 。

施行)や 配偶者 か らの暴力の防止及 び被害者

の保護 に関す る法律 (2001年 施行、2004年

改正 ・施行)は 、夫婦 ・家族関係 がもはや家

内制や私秘性 によって公共か ら切 り離 された

ものではないことを示すものである。

親密性 の脱家族境界化 については どうか。

ジンメル (1970/1890)は 『社会分化論』の中

で、以下のように語っている。

ところで、公的な精神の発達が示されるのは、何

らかの客観的な形式と組織化を備えた圏が十分に

多数存在 し、それが多様な素質を持った人格のそ

れぞれの本質的側面を結合させて、それに共同的な

活動を許すということにおいてである (ジンメル,

1970/1890,p.125)。

これによって集合主義の理想と個人主義め理想ヘ

の均衡均整の取れた接近が与えられる。進歩した文

化は、われわれが、われわれの全人格で所属する社

会圏をますます拡大させるが、しかしそのかわりに

個人をますます自立させる (ジンメル、1970/1890,

p.126)。

公的な精神は多層で多重な異なった複数の

圏に分属する個人が集 まり、 その場で互恵 ・

対等 ・開放なや り取 りをしていると、その中

から形成 される、 とい うのである。 これはま

さに、近世以降の伝統的な日本社会がもってい

たような、権威の上意下達式の公共性のつ くり
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方 と異なり、個人が多重 ,多層な社会圏へ分属

することによってボ トムアップ式で公共性が

紡ぎ出されうることを示唆するものである。

親密性の脱境界化は、家族成員個 々が複数の

社会圏に分属 しながら自律 。自立 した個人 と

して、交渉や共感、配慮 などの問題解決過程

を通 じて、それ自身が一つの社会圏である家

族 を維持 ・運営 してい くライフスタイルのあ

りようにつながる。ジンメルの論に耳を傾 け

るなら、 このような家族の決定は必然的に合

理的、民主抱、公共的なものになるはずである。

「家族から始 まる小さな民主主義」は、国際家

族年の単なる標語ではな く、合意性家族 と公

共性 との関係を端的に表現するものである。

4.家 族機能 と公共性 に関する実証研究

方 法

調査対象 :本稿 で用いる 6都 市調査比較

データは、岩崎信彦神戸大学教授を代表 とす

る市民性研究会 (鰺坂学 ・小松秀雄 ,杉 本久

未子 ・西村雄郎 ・立木茂雄)が 滋賀県彦根

市、京都府京都市 (中京 区 ・東山区 ・左京

区 ・伏見区本所地域、西京区洛西地域)、 大

阪府摂津市、兵庫県尼崎市、兵庫県三日市、

兵庫県篠山市で2004年 に実施 した社会調査

から得 られたものである。調査は選挙人名簿

(彦根市 ・尼崎市 ・京都市)、 住民基本台帳

(摂津市 ・三田市)、 電話帳 (篠山市)を 用

いて無作為抽出した対象者への郵送調査であ

る。全体で7369票 が郵送 され、有効回収数は

2976票 (有効回収率40.4%)で あった。

合意制家族機能の測定 :合意制家族は家族

成員個々が自律 。自立 した個人 として、交渉

や共感、配慮などのコミュニケーションを通
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じて、 どの程度効果的に合意形成を行えてい

るかによつて、その機能度が測定できる。そ

こで、家族の合意形成能力を数量的に把握する

ためにオルソンらが開発した家族システム円環モ

デル (図 2)に 準拠し、 日本社会の家族に適用

できるように独自に開発した家族システム評価尺度

(立木、1999)を 用いた。家族システム円環モデ

ルは、きずな (Famiけ COheslon),かじとり(Fttly

Adaptab出守)と いう2つの基本的な次元が家族機

能度 (多元的社会圏への分属の程度や民主的な

合意形成能力)を 決定すると考える。

一 浅キ 族のきずな―一一―=承 ~~~~→

′くラ′ぐラ    サ ラリ    ピ ッタリ     ベ ツタリ

‐ 種韓型  ゾ
中間型

 ロ
バランス型

図2 家 族システム円環モデル

きずな (図2円 環モデルのヨコ軸)は 「家

族の成員が互いに対 してもつ情緒的結合」の

ことで、本稿 の視点か らは家族境界の開放

性 の程度 の指標 として利用 した。家族成員

の情緒的結合 が極 めて強 く家族境界が極 め

て閉鎖的な段階 「ベ ッタ リ (enmeshed)」か

ら、逆 に極 めて 開放 的 な段 階 「バ ラバ ラ

(disengaged)」の両極 の間で、家族境界の外

部 と内部 とのバランスがとれた状態 (ピッタ

ツconnectedとサ ラ リseparated)にある時、

家族成員は親密性の源泉を家族 と家族以外の

社会圏にバランスよく求めることができ、私
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秘性は開放化 ・共有化の方向に向かい、家内

制の壁を超えて公共 との関わ りが進む、 と考

える。         |

かじとり (図2円 環モデルのタテ軸)は 「状

況的 ・発達的ス トレスに応 じて家族 (夫婦)

システムの権力構造や役割関係、関係規範 を

変化させ る能力」である。家族成員個々が権

威や集団規範に準拠するのではな く、交渉や

共感、I・b慮などの問題解決過程 を通 じて、 自

分たちのあ り方をどの程度民主的に合意 して

いるかを測 る指標 とした。民主的な合意形成

は、か じとりの次元が中庸な段階 (キッチ ソ

structuredと柔軟 flexible)にある時に促進 さ

れると考える。一方、か じとりが極端 (融通

なしぶgidとてんやわんや chaotic)な状況で

は合意形成は困難になると考える。

本研究では家族システムのきずな 。かじと

りを操作的に測定す る尺度 として家族 シス

テム評価尺度第 4版 改訂版 (FACESKGIV16

version2)のを使用 した。この尺度は、きずな。

かじとりをそれぞれ 8項 目のサース トン尺度

により測定する。 きずな、か じとりのそれぞ

れの8項 目のうち、「自分の家族に一番当ては

まる」 と思 う項 目を選択することにより、当

該選択項 目に付与 された尺度値 をもって家族

の測定値 とするものである。表 1は 今回利用

した家族システム評価尺度 (FACESKGI▼ 16

version2)のきずな項目、表 2は かじとり項 目

を尺度値順に並べたものである。

公共性意識の測定 :個人が多重 ・多層 な社

会圏へ分属することによって紡 ぎだされる

公共性の指標 としては、市民性尺度 を利用

した。 この尺度 で市民性 は自律 と運帯 とい

う2軸 から構成されると想定する。 自律 ・連

表1 -■に進ごす時間についてくをすな)

捜問'号 項目 尺度確

5家 族の間で、用,以 外の日採は全くなしヽ                 屯 じ

68ま のものは必要とに瞑のこと1ま通すが、それ以上はあ言り会話がない    25

2子 どもお̀寿ち込んでいる時にこちらも心配になるが、あまり鶴いたりしない     1●

1たいがい各自好きなよう1_aごしてぃるが たまには8よ ―椰も ごすこともある くお

7林 日はま峡て過ごす_4もあるし、宏人と逆どに行くこともある         CS

3組みを手様に相験することがある                      15

8確かの帰りが違い特には、その人が帰るまでみんな起きて帝つている      努

4ま接はお互いの体によくさ、れあう                      SS

表2=族 の中てのそれぞれの役田やふるましヽこつし`てくか嵯 り)

厳簡●号 項目

7猥雪ど寅看曇を責済喜葺軍宮岩ゴ
あるおヽ物子の最線定は   セ 5

2凄喜召きなF梁督品韻す
つをりしているが、       cs

l既覺荘楊岳亀堪需拐妥:宮島百蒼
し合い、ふ言つたことは         Os

4わ が取ではそれてれのまでの住酎を重駐に交代することができる     lS

eわポよはみんなで約真したことでもそれを実行することはほとんどない   25

3わが'ではヨ族で何ぶ決めても、守られたためじがない         35

注)6都 市比較調査共通質問紙では、設簡番号 8「 わが家で

は家族で何か決めても、守られたためしがない」(尺度値 35)

は、実施上の問題で本調査では割愛 している。

帯 は、阪神 。淡路大震災からの被災者の生活

再建 の車の根検証作業で実施 した市民参画

フークショップから抽出された概念で、個人

が市民 として地域活動 などに参画す る うえ

で核心 にある価値規範であることが示 され

た (立木、2004a、2004b)。この知見 をもと

に、1999年 の兵庫県復興調査で尺度開発を行

い (Tatsu臨,2000)、 以後 2001年 ・2003年 ・

2005年 の兵庫県復果調査 (Tatsuki&Hayashi,

2002;立 木 ,林 ・矢守 ・野 田 ・田村 ・木村 ,

2004; 兵庫県 , 2006) や、 2002年 の参画 と協

働 に関する神戸市 1万 人アンケー ト調査 (立

木 ,2004b)な どで繰 り返 し市民社会的公共性

意識 を測定する尺度 として利用されてきたも

のである。市民性尺度は、下記のそれぞれの

双極的な選択肢 を選ぶことにより、「自律」対

「非 自律」、あるいは 「連帯」対 「非運帯」の

いずれかの名義尺度値 を付与する(表3参 照)。

21世 紀ひょうご 13



市民性尺度の自律 ・運帯概念 とコミュニティ

研究における成果 との関連性 について述べる

表3 市 民桂尺度項目

(1)し あわせなことが立て続けに起こると、

1.ず っとこの幸運が続いて欲 しいと思 う。

(非自律) i

2。 この幸運 に酔ってはいけないと、心を

引き締める。(自律)

(2)わ たしは、

1.自 分がしてほしくないことは、他人に

もしない。(連帯)

2.他 人がどういおうと、自分のしたい こ

とが一番だ。(非連帯)

(3)わ たしは、

1.い つ子 どもに見 られても、誇れる自分

がある。(連帯)

2.わ たしの日頃のおこないは、できれば

子 どもに見せた くない。(非運帯)

(4)地 域のみんなが困つていることがある時、

1.み んなが困っていることなら、みんなで考

えることで解決の糸日が見えると思う。(連帯)

2.み んなが困っていることでも、誰かがうまく

解決してくれると思う。OF連 帯)

(5)わ たしは、

1.自 分で決めたことは、最後 まで守る方

だ。(自律)

2.自 分で決めたことでも、守 らないこと

がよくある。(非自律)

(6)う そも方便 といわれていますが、

1。 たとえ方便でも人にうそをつ くのはい

やだ。(自律)

2.必 要であれば、方便 としてうそも許さ

れると思 う。(非自律)

(7)わ たしは、

1.用 事があっても、近所の人には、自分か

ら話 しかけた りはしない方だ。(非運帯)

2.用 事があれば、近所の人にも、自分からきっ

かけを作って話しかける方だ。(違帯)

(3)苦 労について、

1,苦 労は、将来役に立う試練と考える。(自律)

2,苦 労は、なるべく避けて通る。(非自律)

と、 自律 は奥田道大 (1971)の 市民的責任に

誘発された個人の 「量体的行動体系Jに 、連

帯は自由を尊重する戦後民主主義 という 「普

遍的価値意識」に相当するものである。

社会圏の測定 :本研究では、社会圏の多様

性 を指標化するために、パーソナル ・ネット

ワーク研究 (Wenman,1979)の 成果を活用 し

て近隣パーソナル・ネットワークの規模 (大谷、

1995)を 用いた。具体的には、(1)い つもあ

いさつをする近所の人、(2)立 ち話をよくす

る近所の人、(3)差 すそわけをしたり、おみ

やげをあげたりもらったりする近所の人、(4)

近所 にかぎらず、趣味やスポーツを一緒にす

る親 しい人、(5)近 所にかぎらず、先月 lヶ

月の間に一緒に出かけた り、買い物や食事な

どに行ったことのある人、(6)家 に遊びに行つ

たことがある近所の人、 という6項 目で実人

数を尋ねた。

検定の有意水準の決定 :上述のように、合

意制家族の機能度として、きずな 。かじとり、市

民的公共性意識として自律 '運帯、社会圏への

分属の指標としてパーソナル ・ネットワーク規模と

いう以上5つの変数間の因果関係についてパス

解析により検定を行うことにする。なお、本テー

マに関する先行的な実証研究が少なく、「本当は

棄無仮説が偽であるのに、検定で棄無仮説が乗

却されない (因果関係が本当は存在するが、そ

れが検定で見落とされる)」第2種の過誤の確率

を下げることが重要であると判断したため、統計

的有意性の検定の危険率は 10%とした。なおパ

ス解析にはAMOS5.0を 使用した。

結 果

各変数の記述続計量 :表 4は 、パス解析で

最終的に使用 した変数の平均、標準偏差、各

14 21世 紀ひょうご



表4き ずな、かじとり偏差平方、パーソナルネットワーク、自律、運帯の相間、平均、標準偏差

相関係数
均値 標準偏差

きずな かじとり偏差平方  パ ーソナルネットワーク 自律

きずな

かじとり偏差平方

パーソナルネットワーク

自律

連帯

1000

-0059 辛キ+

0181 辛ホ球

-0012

0158 ホ*中

1000

-0042 キ半

-0054 キ中中

-0003

1000

0105 辛キキ

0 236 9Ht*

1000

0008

1_021

2755

0000

0007

1000   0008

2567

5397

1000

1 0 1 3

1003

N=2976 卓ホキ p〈01 辛キ  pくo5

変数間の相関を示 したものである。合意制家

族における家族を含む多元的な社会圏への分

属の指標 としてはFACESKGIV‐16(version 2)

のきずな得点をそのまま利用 した。民主的な

コミュニケーションを通 じた合意形成能力に

つ V てヽは、FACESKGIV16(version 2)の か

じとり得点の偏差平方 (平均からの偏差の 2

乗)を 使用 した。円環モデルではきずな ・か

じとりの両次元 とも中庸であれば機能度が高

く、逆に中心から正負いずれかの方向へ逸脱

すると逆機能的であると想定す る。従 って、

かじとり偏差平方は、民主的な合意形成の困難

さのま旨標として捉えることができる。

パーソナル ・ネ ットワーク規模については、

「あいさつ」、「立ち話」、「おすそ分け」、「趣味

やスポーツ」、「一緒のお出かけ」、「遊びに行つ

たことJの ある人数を四分位値によってカテゴ

リー化 し、最適尺度法 (林の数量化 IIl類)に よっ

て、各カテゴリー値を求めた後に、各回答者の

パーソナル ・ネットワーク得点 (平均 0、標準

偏差 1に 正規化)を 求めた。

市民的公共性意識の指標 とした市民性尺度

については、各設間への回答 をダ ミー変数化

し、全国答 に対する主成分分析 を実施後、バ

リマ ックス回転を行った。その結果、第 1因

子には、「連帯」項目が高い負荷量を得た。一方、

第 2因 子では「自律」項 目が高い負荷量を得た。

これ らの負荷量行列をもとに、各回答者につ

ⅢⅢ中
p<ol

ⅢⅢ
 p<05

牟
  p<10

図 3 合 意制家族の機能度 (きずな 。か じとり)、パー

ソナル・ネットワーク規模、市民的公共性意識 (自
律 ・連帯)問 のパス解析結果 (N=2976)

いて連帯 と自律の程度 について因子得点 (平

均 0、 標準偏差 1に 正規化)を 求めた。

変数間のパス解析の結果 :合 意制家族の機

能度の指標 として、きずな、か じとり偏差平方、

パー ソナル ・ネ ットワーク規模、市民的公共

性意識 を構成する自律お よび運帯 の間の因果

構造 についてモデル化を行ない、表 4の デー

タ (分散共分散行列に変換)と 適合度が最 も

高いモデルとして図 3に 示す結果が得 られた。

このモデルの適合度カイ自乗値は4.585(JF 3、

p=.205)、 GFI値 は 0.999、AGFI値 は 0997、

CFI値 は .996ときわめて高 く、逆 にモデルと

データの残差 (適合の悪さ)指 標であるn/1R

値 は 0.029、 剛  [SEA値 は 0.013 と大変低 く、

本モデルがデータに対 して非常 に高 く適合 し

ていることがわかった。 さらに変数間の個別

かじとり偏差平方

2 1 世紀ひようご 1 5



の因果係数は予め設定 した 10%水 準の危険率

以下ですべて有意であることが確認された。

5日 合意制家族機能 と公共性 に

関す る実証研究 に基 づ く考察

図 3で 示されたように、合意制家族のもつ家

族境界の維持機能 (きずな)や 民主的問題解決

機能 (かじとり)は 、社会圏 (パーソナル・ネッ

トフーク)の 規模に間接的に媒介され、あるい

は直接的にも市民的公共性の鍵 となる自律や

連帯意識を高めていることが確認された。以下

では、合意制家族のきずな 。かじとり機能が直

接 ・間接に市民的公共性意識 とどのように関連

するのかについて、検討をおこなう。

きずなと公共性 :合 意制家族 における家族

を含む多元的な社会圏への分属の指標 として

は FACESKGI子 16(verslon 2)の きずな得点

両者の関係 は 「ピッタ ツ」段階で最 もパーソ

ナル ・ネットワーク規模の平均値が高 くなり、

極端な 「ベ ッタリJ型 ではむしろ規模が低下

する傾向にあることが読み取れる。つまり全

体の傾向 としてはきずなが高まればパーソナ

ル ・ネ ットフーク規模が高 まる関係 にはある

が、その関係の形状 は直線的 (リエア)な も

のだけでな く、カーブリエアな要素も含 まれ

ていることが示唆されている。な差図 3の 因

果モデルによれば、家族のきずなは市民的公

共性のうち特に連帯意識を高めることが確認

されている。つ まり、家族のきずなはパーツ

ナル ・ネ ットワーク規模を媒介 として連帯 を

高まる間接的効果が認められた。

家族のきずなと運帯意識の直接的な因果関

係 も図 3の 因果モデルでは統計的に有意で

あった。その関係の形状を図示 したのが図 5

である。きずなと運帯 との関係のありようも、

パーソナル ・ネ ットフーク規模同様に、直線

的な関係 に加えて、やは り中庸な状態 (ピッ

タリ)にある時に最高 となり、極端な状態(ベッ

タ リ)で はむしろ連帯得点が負になることが

示されている。

本稿では、家族システム円環モデルを援用

して、合意制家族の向かうべ き一つの方向性

′〔ラバラ     サ ラリ     ピ ッタリ

きす本(4カテゴリー)

図5 き ずなと運帯の関係

硬

０１

００

お

嘘

姫

韓

車

パ
ー
ソ
ナ
ル
・ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
規
模

ブヽラ′ヽラ     サ ラリ     ピ ッタリ     ベ ッタリ

きずな(4カテゴリー)

図4 き ずなとパーソナル・ネットワーク規模の関係

の素点をもとに、-2点 未満はバラバラ、-2

以上 0未 満はサラリ、0点 以上 2点未満はビッ

タリ、 2点 以上はベ ッタッとカテゴリー化 し、

それぞれに対応するパーソナル ・ネ ットフー

ク規模得点の平均値を図 4に 示 した。パス解

析の上では、きずな得点とパーソナル ・ネッ

トフーク規模は有意なパス係数が得られたが、
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である個人化あるいは親密性の源泉の脱家族

境界化の指標 として家族のきずな得点を用い

たが、家族の脱家族境界化 とは、決 して家族

境界の喪失を意味するのではなく、多様 な社

会圏の成員 とな りつつも社会圏 としての家族

にも同時に分属するバ ランスのとれた家族の

境界維持 (家族境界がないバ ラバラでも、家

族境界が固 く閉鎖的なベ ッタ リでもない)が

できる家族ほど、成員の市民的公共性意識で

ある運帯意識が高まることが確認された。

か じとりと公共性 :図 3の パス図に示すよ

うに、因果モデルを構築するにあたってかじ

とり機能については、円環モデルが想定する

カーブリエア仮説 (中庸な水準ほど機能的で、

いずれかの方向で極端な場合 には逆機能的 と

なる)に もとづき、偏差平方得点をもって民

主的合意形成機能の弱さの指標 とし因果モデ

ルに組み込んで分析 を行った。 ここでは、合

意制家族における民主的な合意形成機能の指

標 としては FACESKGI子 16(version 2)の か

じとり得点の素点をもとに、 -2点 未満は融

通なし、 -2以 上 0未 満はキッチ リ、 0点 以

上 2点 未満は柔軟、 2点 以上はてんやわんや、

とカテゴリー化 し、それぞれに対応するパー

ソナル ・ネ ットワーク規模得点の平均値 を

示すことにより、関係の形状 を視覚的に表

示 した (図6参 照)。その結果、家族の意思

決定が行 き当た りばつた り、衡動的であっ

た り、あるいは全 く意思決定が行えない状

態 (てんやわんや)で ある時にのみ、パー

ソナル ・ネ ットワーク規模が極端に低下す

る関イ系にあることが明 らかになった。さら

に図 3の 因果モデルは、パーソナル ・ネ ッ

トワーク規模 は、市民的公共性の自律得点に

対 しても有意な正の効果 をもつことが示され

ている。つまり家族のかじとりが極端ではな

い (この場合には家族 としての意思決定が少な

くとも何 らかの形で出来る)こ とは市民的公共

性の自律意識を聞接的に高める効果があるこ

憩通なし    キ ツチリ      毒 忠     て んやわんや

かじとり“カテゴリー)

図6 か じとりとパーソナル・ネットワーク規模の関係

とが示 されている。            ‐

家族のか じとりのバ ランス と自律意識 の直

接的な因果関係 も図 3の 因果 モデルでは統計

的に有意であった。 その関係 の形状 を図示 し

自
体

想・

Baな し     キ ッチリ      柔 軟     て んやわんや

かじとり14カテゴリー)

図7 か じと9と自律の関係

たのが図 7で ある。かじとりと自律のあ りよ

うは、中庸な状態 (キッチリ)に ある時に最高

となり、両極瑞 (てんやわんや、融通なし)で

は得点が大 きく負に傾 くことが示されている。

合意制家族の本質的な狽J面は、成員個々が自
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律 した個人 として、交渉や共感、配慮などのコ

ミュニケーシ ヨンを通 じて、任意の ライフス

タイル として家族 のあ り方 を合意の上で選 び

取つてい く点にある。そこでは家族内での民主

的な合意形成能力が 日常的に問われるのであ

るが、 このような能力に秀でた家族は、結果的

に多元的な社会圏への分属 も容易であ り、そし

て何 よりも日頃か らの自立 ・自律 した個人 とし

て相互 を尊重 しなが ら合意形成 を行 っている

経験が豊富であるが改に、市民的な公共性の鍵

となる自律意識 も高 くなると考 えることがで

きる。

6.市 民社 会 と して の家族

本稿 は合意制家族の営み と多元的な社会圏

への分属や市民的公共性意識 との間には密接

な関連性 があることを指摘 した。 さて、市民

社会 にお ける家族 のあ り方 について、ル ソー

(1974/1762)は 『社会契約論』のなかで以下の

ように語つている。

あらゆる社会の中で最も古く、またただ一つ自然なも

のは家族という社会である。ところが、子供たちが父親

に結びつけられているのは、自分たちを保存するのに父

を必要とする間だけである。この必要がなくなるやいな

や、この自然の結びつきは解ける。子供たちは父親に

服従する義務をまぬがれ、父親は子供たちの世話をす

る義務をまぬがれて、両者ひとしく、工たたび独立する

ようになる。もし、彼らが相変わらず結合しているとして

も、それはもはや自然ではなく、意志にもとづいてである。

だから家族そのものも約束によってのみ維持される (ル

ソー、1974/1762,p工6)。

ル ソーは市民社会 における家族は、成員個 々

が独立 した人格 として、相互の約束 (合意形

成)に もとづいて維持 される関係 に立脚すると
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述べている。そのルソーが想定する市民社会 と

はどのようなものか。彼はグロチツスやホッブ

スのように、人類 をい くつかの家畜の群 に分け、

より優れた本性 もつた牧人 (主人)に よって支

配 されることによ り社会秩序 を維持す る見方

に異 を唱えた。 それでは、 どのような形で民主

的な支配は可能 となるのか。ルソーはギリシャ

時代の都市国家 における民主主義のあ りよう

をモデル として以下のように述べる。

身を労するかわりに、金を出してみるがよい。や

がて諸君の手には鉄銀が返ってくるであろう。あの

《財政 (ファイナンス,analace)》という語は、もと

奴隷の言葉であって、都市国家においては知られて

いなかった。本当に自由な国では、市民たちは万事

自分の手で行い、何一つ金ずくではすまさない。彼

らは自分の義務を免れるたりに金を払うどころか、

金を払ってもいいから自分の義務は自分で果たした

いと思うだろう (ルソー、1974/1762,pp 124-125)。

民主的な支配は市民 自身が制御主体 として

の義務や道義を重視することによって成 り立

つ。そして制御主体 としての市民の判断にもと

づき、政府が担当した方が質的によければ政府

が、市民が担 う方が質的に良ければ市民が担え

ばよい、とするのがルソー流の市民社会像であ

る (岡本、1997)。

本稿は、合意制家族の時代における家族 と公

共性の連関性のあ りようを実証的に提示する

とともに、両者の連関の含意する点について検

討を進めてきた。そこから得 られた一つの結論

は、合意制家族にあっては、家族は決して公共

から切 ,離 されたり、私秘化されるべきもので

はなく、成員が家族以外の社会圏にも分属する

ことも当然のこととして見なされる。また市民



的義務の履行は、生活の質を基準にして、市民

(家族)か 政府かを決めれば良いというもので

ある。          ィ

以上のような視覚は、家族 と公共に関する政

策 ・施策に具体的にどのような示唆を与えるだ

ろうか。一つの事例 として 2001年 8月 に尼崎

市内で発生した児童虐待死亡、死体遺乗事件を

受けて 2001年 11月 にまとめ られた児童虐待

防止専門家会議の最終提言をとりあげること

にする。この会議には筆者もメンバーとして参

加 し、これからの地域での虐待予防体制づ くり

の基本的な視点を提案 した。

提言の第 1の 視点は、私秘化や親密さの源泉

として家族 を捉える夫婦家族制のしば りが結

果的に児童虐待の温床 となっている現実に光

を当てる。

児童虐待は、地域や親類 ・縁者から、また同じよ

うな子育て世代からも孤立し、閉塞状況におちいっ

た環境のなかで発生する。その背景には、本来社会

的であるはずの子育ち・子育てが、地域から切り離

された私秘 (わたくしごと)化 した家族の中だけで

営まれがちな現実がある。親密な人間関係を家族と

の身内の中だけに求めようとする態度も、結果的に

孤立化を助長させてきた。

戦後民主化の成果でもある近代家族モデル

に立脚 した夫婦制家族がもつ家内待」・私秘性 ・

親密性の拠点 という特徴が結果的には児童虐

待を助長 している構造 を上記の提言は総括す

るものである。

第 2の 視点は、子 どもの養育は私的なもので

はなく公共的な責務であるとい うことを強調

する。

けれども家族生活の全てが 「わたくしごと」の営

みなのではない。子どもを育て、大人にしていくこ

とは、親たちが世の中から委託された大切なしごと

と考えてはどうか。子どもは私物ではなく、「世の中

からのあずかりもの」と考える。やがて大人になっ

た子どもたちは、世の中に 「戻っていく」のだ、と。

子 どもは 「私物」ではな く、「世の中か らの

あずか りもの」 と説 くことにより、なぜ社会が

家族境界 を越えて子育てに踏み込んで良 いの

かの根拠 としているのである。

第 3の 視点は、家族 と公共が連関 しているこ

とをより明確に示すことに重点 を置 く。そこで

明記されたのが 「家族は市民社会」 という考え

方である。

ならば家族とは社会から切 り離された特殊な人間

関係ではなく、市民社会そのものであり、私の側か

ら公共性を紡ぎだす現場なのである。家族が一般の

社会関係となんら違いがないのであれば、わたした

ちはより自由に家族の垣根をこえて親密な人間関係

を多層に、多重に取 り結んでいくこともできるだろ

う。

多層 で多重な社会圏への分属 によ り公的精

神 が高 め られるとい うジンメルに発する視点

が家族 と市民社会 の媒介概念 としての中間構

造の重要性 をこの視点に盛 りこんだのである。

以上 の よ うに、児童虐待 防止専 門家会議

(1991)は 、子育 ちや子育てに、地域の大人た

ちみんなが何故関わ らなくてはならないか、 と

い う問いに、「こどもは世の中か らのあずか り

もの」、「家族は市民社会」、「家族の垣根を越え

た親密な人間関係の形成」という原理を提示し

て応えようとしたものである。

本稿は、家族 と家族以外との社会の連続性を
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歴史的に概略し、これからの合意制家族 と公共

性の連関性 に関する計量的分析 によってその

妥当性を確認するとともに、この新 しい知見の

もつ政策 ・艇策的な意味について、児童虐待防

止を事例に検討を行った。

なお、本稿の射程は、家族 と公共性意識まで

に限定 したものであるが、その公共性意識が地

域共同体のガバナンスにどのように連関する

かの議論は別の機会に譲 りたい。

1)本 稿で用いる6都市調査比較データは、岩崎信彦神

戸大学教授を代表 とする市民性研究会 (鰺坂学 ・小

松秀雄 ・杉本久未子 ・西村雄郎 ・立木茂雄)が 滋賀

県彦根市、京都府京都市、大阪府摂津市、兵庫県尼

崎市、兵庫県三田市、兵庫県篠山市で2004年に実施

した社会調査から得 られたものである。家族と公共

性に関するデータの使用をご許可いただいた岩崎信

彦教授を始め同研究会のみなさまに心よりお礼申し

上げます。

2)オ ルソンの円環モデルモデルに準拠 じつつ日本社

会の家族のありように注目して項目の精選を行いオ

リジナルなサース トン尺度として開発したものが家

族システム評価尺度である。同尺度や関連文献は、

htp://-7tattU由・org/より入手可能である。学術 ・

‐
  研 究目的で同尺度を利用したい場合は、本■7ebベー

ジ上の尺度の利用申し込みボタンをクリックしてメ

イルを送信することにより無償で利用が可能である。
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